
○
金
融
庁
告
示
第
三
十
三
号

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
百
二
十
三
条
第
十
項
第
五
号
及
び
第

十
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十
三
条
第
十
項
第
五
号
及
び
第
十
一
項

第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
五
又
は
第
二
十
一
号
の
六
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
な
く
て
も
公
益

に
反
し
又
は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
指
定
す
る
件
（
平
成
二
十
八
年
金
融
庁

告
示
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
九
年
九
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
五
日

金
融
庁
長
官

森

信
親

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
号
の
細
分
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

対
象
外
国
法
令
等

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
国
又
は
地
域
の
区
分

二

対
象
外
国
法
令
等

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
国
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
外
国
の
法
令
そ
の
他
の
規
則
（
こ

イ
又
は
ロ
に
定
め
る
外
国
の
法
令
そ
の
他
の
規
則
（
こ
れ
に
関
連
す
る
外
国

れ
に
関
連
す
る
外
国
の
法
令
そ
の
他
の
規
則
を
含
み
、
金
融
商
品
取
引
業
等

の
法
令
そ
の
他
の
規
則
を
含
み
、
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令

に
関
す
る
内
閣
府
令
（
以
下
「
府
令
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
三
条
第
一
項

（
以
下
「
府
令
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
五
及

第
二
十
一
号
の
五
及
び
第
二
十
一
号
の
六
に
規
定
す
る
措
置
に
相
当
す
る
措

び
第
二
十
一
号
の
六
に
規
定
す
る
措
置
に
相
当
す
る
措
置
に
関
す
る
部
分
に

置
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
を
い
う
。

限
る
。
）
を
い
う
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦

P
r
u
d
en
t
i
al

S
t
an
d
a
r
d
C
P
S
2
2
6
Ma
r
g
in

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

i
n
g
a
n
d

ri
s
k

mi
t
i
ga
t
i
o
n
f
o
r
n
o
n
-
ce
n
t
r
al
l
y
cl
e
a
r
ed

d
e
ri
v
a

t
i
v
es

ニ

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国

G
u
i
d
el
i
n
e
N
o

:
S
F
A
1
5
-
G0
3
G
ui
d
e
l
in

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

e
s

on
M
a
rg
i
n

Re
q
u
ir
e
m
e
nt
s

f
or

N
o
n-
C
e
n
tr
a
l
l
y
C
l
ea
r
e
d
O
T
C

D
e
r
iv
a
t
i
ve
s

C
on
t
r
ac
t
s

ホ

香
港
特
別
行
政
区

C
R
-
G-
1
4
N
o
n
-
ce
n
t
ra
l
l
y
C
l
e
a
re
d
OT
C
D
er
i

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

v
a
t
iv
e
s

Tr
a
n
s
ac
t
i
on
s

-
M
a
r
g
in

a
n
d
O
t
he
r
R
is
k
Mi
t
i
g
at
i
o
n

S
t
a
nd
a
r
d
s
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三

対
象
外
国
当
局

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
国
又
は
地
域
の
区
分
に

三

対
象
外
国
当
局

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
国
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ

応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
外
国
の
当
局
（
当
該
外
国
の
当
局
か

又
は
ロ
に
定
め
る
外
国
の
当
局
（
当
該
外
国
の
当
局
か
ら
対
象
外
国
法
令
等

ら
対
象
外
国
法
令
等
に
関
す
る
権
限
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
を
い

に
関
す
る
権
限
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
を
い
う
。

う
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦

A
u
s
t
ra
l
i
an
P
r
ud
e
n
t
i
a
l
R
eg
u
l
a
ti
o
n
A

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

u
t
h
o
ri
t
y

ニ

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国

M
o
n
e
ta
r
y
A
u
t
h
or
i
t
y
o
f
S
in
g
a
p
or
e

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

ホ

香
港
特
別
行
政
区

H
o
n
g
K
o
n
g
M
o
ne
t
a
r
y
A
u
t
h
o
r
i
t
y

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

四

［
略
］

四

［
同
上
］

（
府
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
六
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
な

（
府
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
六
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
な

く
て
も
公
益
に
反
し
又
は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
と

く
て
も
公
益
に
反
し
又
は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
と

認
め
ら
れ
る
場
合
）

認
め
ら
れ
る
場
合
）

第
三
条

府
令
第
百
二
十
三
条
第
十
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が

第
三
条

府
令
第
百
二
十
三
条
第
十
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が

指
定
す
る
場
合
は
、
当
分
の
間
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該

指
定
す
る
場
合
は
、
当
分
の
間
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
場
合
と
す
る
。

当
す
る
場
合
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
（
前
号
の
措
置
を
講
じ
る

二

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
（
前
号
の
措
置
を
講
じ
る

場
合
に
お
い
て
、
定
量
的
計
算
モ
デ
ル
及
び
外
国
定
量
的
計
算
モ
デ
ル
を
用

場
合
に
お
い
て
、
定
量
的
計
算
モ
デ
ル
及
び
外
国
定
量
的
計
算
モ
デ
ル
を
用

い
な
い
場
合
並
び
に
告
示
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
を
行
っ
て

い
な
い
場
合
並
び
に
告
示
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
を
行
っ
て

い
る
場
合
を
除
く
。
）
。

い
る
場
合
を
除
く
。
）
。
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イ

金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
外
国
（
第
一
条
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲

イ

金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
外
国
（
第
一
条
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る

げ
る
国
又
は
地
域
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
法
令
に

国
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
法
令
に
準
拠
し
て
設
立

準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た
者
及
び
親
会
社
（
法
第
五
十
七
条
の
二
第
八
項
に

さ
れ
た
者
及
び
親
会
社
（
法
第
五
十
七
条
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
親
会

規
定
す
る
親
会
社
を
い
い
、
他
の
会
社
（
外
国
会
社
を
含
む
。
）
の
子
会

社
を
い
い
、
他
の
会
社
（
外
国
会
社
を
含
む
。
）
の
子
会
社
（
法
第
二
十

社
（
法
第
二
十
九
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
）
で
あ

九
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
）
で
あ
る
も
の
を
除
く

る
も
の
を
除
く
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
て
設

。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の

立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
が
、
前
号
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と

で
あ
る
者
を
除
く
。
）
が
、
前
号
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
場
合
に
お

す
る
場
合
に
お
い
て
、
定
量
的
計
算
モ
デ
ル
を
用
い
よ
う
と
す
る
と
き
に

い
て
、
定
量
的
計
算
モ
デ
ル
を
用
い
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
あ
ら
か
じ
め

、
あ
ら
か
じ
め
、
告
示
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

、
告
示
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
に
同
条

届
出
書
に
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
て
い
る

提
出
し
て
い
る
こ
と
。

こ
と
。

ロ

［
略
］

ロ

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


